
こんなトラブルに気をつけて！

情報商材

（電話、メール、手紙などで苦情・要望等を伝える）

お近くの消費生活相談窓口につながります。

消費者ホットライン
TEL局番なし  188
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有料動画の閲覧履歴が発生しています。
本日ご連絡なき場合は、法的手続きに移行します。

△△△相談窓口
03-×××-××××

情報商材

http://www.ipa.go.jp/security//anshin/1click.html

SNSで見つけた副業サイトに、
「簡単に稼げる」と書いて
あったので、稼げる
方法を記載したPDF
ファイル（情報商材）
を注文した。

・ 情報商材とは、主にネット上で売られている「お金の儲け方」などの様々な情報のことです。
・ 得られる情報は購入するまでその内容が分からないため、「説明と違う」「価値がないので
　 返金してほしい」などのトラブルが多発しています。
・ SNSサイトの広告に「簡単に儲かるノウハウ」とあっても、おいしい話は要注意です。

パソコンでPDFファイルを
ダウンロードし、その方法
通りいしたが作業
は複雑で全く儲か
らなかった。

全く儲からないので
返金してほしい。

稼げる転売ビジネスの方法

・・・・・ 悪質なウェブサイトとのトラブル ・・・・・

・・・・・ お試しのつもりが定期購入だった！ ・・・・・

通信販売を利用する前にチェック！

詐欺的なウェブサイトの場合、連絡先が
分からなかったり、連絡しても応答がな
いなど、まともに対応されません。
代金を前払いしていると返金は困難です。
このような詐欺的なウェブサイトとのト
ラブルは、いったん起きてしまうと、救
済が難しいため、未然に防ぐことが重
要です。

「SNS」の広告を見て、『お試し500円』の化粧品を注文したが、2回目の商品が届き定期購入
が条件の販売であったことに気づいた。2回目以降は一箱4,000円で最低4回の購入が条
件となっていた。」などのトラブルもあります。

注文前には必ず以下の項目をチェックしましょう

インターネット通販を含む全ての通信販売
にクーリングオフ制度の適用はありません。
返品できるかどうかは、各々の販売会社で
定める返品特約（返品の可否や条件）の内
容によります。
注文前には必ず、定期購入になっていない
かどうかや、解約条件などの契約内容を確
認しましょう。※返品特約の表示がない場
合は、商品を受け取った日から8日間は、返
送料を消費者が負担することで返品できま
す。困ったときは消費生活センターへご相
談ください。

など ウェブ

定期購入の条件はないか

1項目でも当てはまる場合は要注意！！

あまりにも安さを強調するウェブサイト

前払いで、支払い方法が銀行振込のみ

振込口座の名義がウェブサイトの事業者名
・担当者名と違う

住所や電話番号の記載がない

連絡方法がメールのみ

不自然な日本語のウェブサイト
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　　・勧誘方法に問題があったとき

契約期間が2ヶ月（エステ・美容医療は1ヵ月）を超え、契約金額が5万円を超える下記のサービスが対象

美容医療
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（エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス）

～購入した商品は、支払いが完了してはじめて、自分の所有物になる～

クレジット

40万円の買物をしたときの返済額は？
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